
松江市公印規則の一部を改正する規則 

 

　松江市公印規則（平成 17 年松江市規則第 19 号）の一部を次のように改正する。 

　次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分を削る。 

 

　　　附　則 

 改正後 改正前

 別表第 1(第 2 条関係) 別表第 1(第 2 条関係)

 (1)　略 (1)　略

 (2)　職印 (2)　職印

 

 

 種

別

番

号

名称 ひ

な

型

寸法 

( ミ

リメ

ート

ル)

書

体

個

数

使用区分 保管者

 略

 44松 江 市

長之印

17 長方

形 

縦　

4 

横　

8

古

印

体

9 個人番号

カ ー ド

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

　　　、

在留カー

ド、特別

永住者証

明書記載

用

市 民 課

長 

各 支 所

市 民 生

活課長

 略

 種

別

番

号

名称 ひ

な

型

寸法 

( ミ

リメ

ート

ル)

書

体

個

数

使用区分 保管者

 略

 4

4

松 江 市

長之印

17 長方

形 

縦　

4 

横　

8

古

印

体

9 個人番号

カ ー ド

( 個 人 番

号カード

とみなさ

れる住民

基本台帳

カードを

含む。)、

在留カー

ド、特別

永住者証

明書記載

用

市 民 課

長 

各 支 所

市 民 生

活課長

 略



この規則は、公布の日から施行する。


